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J
Q
。
不
当
な
執
行
は
な
い
。
一
時
輔
自
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
秘
一

一

公
文
曹
が
外
部
に
許
可
な
く
一
密
文
轡
に
属
す
る
か
ど
う
か
検
一

-し
て
持
ち
出
さ
れ
、
問
題
が
発
一
討
し
て
い
る
。
も
し
そ
う
だ
と
一

一生
し
た
こ
と
は
遺
爆
で
あ
る
こ
す
れ
ば
懲
戒
の
対
象
と
な
る
。

一

一山
田
類
の
汚
染
、
市
長
室
の
授
索
一
公
文
密
の
宙
き
換
え
は
故
意
で
一

一は
道
議
的
に
も
政
治
的
に
も
厳
一
は
な
い
と
信
じ
て
い
る
。
し
か

一

一し
く
反
省
し
て
い
る
。
今
後
は
一
し
、
職
員
を
巻
き
こ
ん
だ
こ
と
一

一服
務
規
律
等
を
考
え
て
、
こ
の
一
は
、
誠
に
申
訳
な
く
厳
し
く
受
一

-こ
と
の
な
い
よ
う
対
処
す
る
。

一け
止
め
て
い
る
。

九
月
定
例
市
議
会
は
、
九
月
二
十
九
日
に
開
会
さ
れ
、
市
長
提
出
の
消
防
団
員
等
公
務
災
叩
官
補
償
条
例
等

六
件
、
一
般
会
計
を
は
じ
め
と
す
る
補
正
予
算
六
件
、
市
道
路
線
の
認
定
等
三
件
の
計
十
五
件
を
可
決
、
教

育
委
員
の
選
任
等
人
事
四
駿
築
に
阿
意
し
、
ま
た
、
議
員
提
案
の
「
股
地
の
固
定
資
産
税
に
関
す
る
意
見

沓
」
「
刑
事
訴
訟
法
特
例
法
制
定
阻
止
に
関
す
る
意
見
轡
」
及
び
「
老
齢
者
医
療
保
障
制
度
の
銭
本
改
革
に

閲
す
る
意
見
密
」
の
提
出
を
決
め
た
ほ
か
、
昭
和
五
十
二
年
度
各
会
計
別
決
算
の
認
定
に
つ
い
て
は
、
決
算

審
査
特
別
養
員
会
に
付
託
の
上
、
閉
会
中
審
査
す
る
こ
と
と
し
、
十
月
九
日
に
閉
会
し
ま
し
た
。

な
お
、
特
に
本
定
例
会
で
は
、
「
甲
府
市
政
に
係
る
三
者
会
談
の
真
相
に
関
す
る
調
査
」
に
関
連
し
た
論

議
が
な
さ
れ
、
市
長
の
政
治
盗
勢
が
追
及
さ
れ
ま
し
た
。

9 月定例会日程
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会

長

位

会

集

日

間

前

員

設

附

議

質

各

休

委

会

荒
川
ダ
ム
建
設
費

増
加
へ
の
対
応

一

関

本
市
は
先
行
的
計
画
に
一建
設
は
ど
う
し
て
も
し
な
け
れ
一

よ
っ
て
、
水
不
足
が
な
い
の
は
一ば
な
ら
な
い
。
種
々
の
問
題
が

一減
反
に
な
る
ニ
と
と
思
う
。
食

勾

一

一

一

国

民

年

金

特

例

納

よ
ろ
こ
ば
し
い
。
ダ
ム
建
設
に
一あ
る
と
聞
い
て
い
る
が
、
二
百
一管
法
を
守
り
と
お
す
た
め
に
、

一

一
健
闘
間
は
、
十
月
二
日
か
一
〈
社
会
党
)
の
六
議
員
が
、
各
一
ぃ
。
ど
う
対
処
す
る
の
か
考
え
一な
く
、
元
会
長
の
早
野
氏
個
人
一は
市
民
も
大
い
に
期
待
し
て
い

一八
十
九
億
円
に
な
り
、
市
も
計
一
全
盛
買
い
上
げ
の
桜
山
を
毘
へ
一

付

に

貸

付

制

度

を

川

バ

れ
わ
れ
一
一
一
日
間

1
一M
M

註
ド

1
M

M
一

d

J行
政
は
市
民
の
も
の

一ド

リ

ド

ゴ

u
u
p
u一
白

川

代

目

口

流

一

日

間

心

r
h
u問
ば

一働

ud
h
u
u
γ
震

で
一

金

計

刊

誌

は

訪

れ

石
丸
あ
き
じ

(
共
産
党
)
、

市
一
ム
建
設
品
業
政
策
等
に
つ
い
一
で
あ
る
。
市
民
の
意
思
を
尊
重
一内
業
者
を
指
名
す
る
よ
う
申
し
一
る
が
、
市
の
考
え
方
、
事
情
を
一
る
。
五
十
九
年
か
ら
六
ー
l
一
一年
一目
標
を
達
成
し
た
。
営
農
計
画
一
し
て
い
る
実
態
が
あ
る
。
納
付

村
輝
男

(
市
政
ク
)
、

市
川
正
一て
、
活
発
な
質
問
戦
を
展
開
し
一
し
、
一
党
一
派
に
備
す
る
こ
と
一入
れ
が
あ
っ
た
が
、
県
内
業
者
一
十
分
に
器
開
へ
伝
え
る
べ
さ
で
一頃
が
財
政
の
ピ
ー
ク
と
な
り
、
一促
進
事
業
と
し
て
、
市
独
自
の
一
の
円
滑
化
を
図
る
た
め
、
貸
付

雄
(
市
政
乙
、
柏
原
保
幸
、
一
ま
し
た
。
そ
の
主
な
内
容
は
、
一
な
く
、
公
正
な
行
政
を
執
行
し
一で
は
無
理
な
の
で
断
っ
た
。
も
一あ
る
。
士
幅
五
千
万
円
の
負
一県
に
対
L
補
助
の
要
請
を
強
く
一
辺
業
施
策
と
し
て
き
た
土
地
基
一
制
度
を
提
言
す
る
が
ど
う
小
。

(
白
民
党
)
、
原
田
正
八
郎
一次

の
と
お
り
で
す
。
一
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
て
一ぅ

一
点
は
、
荒
川
住
宅
の
集
会
一慰
塙
に
な
る
が
、
水
道
料
金
値
一行
い
、
市
民
負
担
を
駒
大
し
な
一盤
整
備
は
、
五
十
三
年
度
か
ら
一

書

特
例
納
付
を
経
済
白
に

一
い
る
。

↑旧
制
建
設
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ

一上
げ
に
響
く
わ
け
で
あ
る
。
水
一い
よ
う
考
凡
て
い
き
た
い
。
市
一計
画
し
、
今
回
五
千
刀
円
の
補
一
教
済
し
な
け
れ
ー
な
ら
な
ハ
人

三

者

会

談

の

真

相

追

及

一
五
期
生
の
介
入
に
つ
い
て
は
、
一い
て
も
特
定
警
の
指
名
申
し

一読

ま

ピ

1
4は
何
年
頃

τ県
が
緊
密
を
欠
い
た
こ
と
は
一正
を
し
た
。
年
次
的
に
客
土
事
一
は
、
約
三

o
?怠
ぃ
:

;:・
i
t
;
;
j
'

一
五
期
生
会
1
議
員
の
い
官
団
弓
れ
を
さ
れ
た
が
断
っ
た
経
過
一か
。
水
道
料
金
は
い
く
ら
似
に

一遺
憾
で
あ
る
が
、
市
議
会
と
旦
業
を
実
施
し
て
い
き
た
い
。
一
い
る
。
救
済
策
に
つ
い
て
、
金

市

長

の

政

治

責

任

を

た

だ

す

一
帥
て
あ
り
私
は
特

B
の
側
首

7
ぁ
古
今
後
は
き
然
と
し
た
一な
る
の
か
。

一民
の
協
力
を
得
て
、
対
応
し
て
一

五

士
一一
年
度
過
剰
米
対
策
と
一塁
側
と
協
議
し
て
お
り
、
融

一
は
な
い
。
水
道
料
量
者
の
辞
任
一態
度
を
堅
持
し
て
対
処
す
る
。

一

答
広
域
水
道
と
し
て
ダ
ム

一い

き

た

い

。

一

し

て

は

、
本
市
は
百
ト
y
の
発
一資
を
検
討
し
て
い
る
の
で
、
今

関

王
者
会
談
の
日
相
を
め
一る
か
。
ま
た
、
市
議
五
期
生
と
一
は
、
停
年
制
を
五
十
二
年
九
月
一

野
惑
と
さ
れ
た
サ
一
項
目

一

一

生
が
見
込
ま
れ
、
を
れ
に
対
す
一後
早
急
に
設
は
す
る
よ
う
努
力

ぐ
り
大
き
な
関
心
を
呼
ん
で
い

一道
管
理
者
辞
任
問
題
及
び
大
一
に
組
合
主
協
定
し
た
と
き
、
管
一は
、
証
言
の
中
で
も
風
評
、
風
一

農

地

基

盤

整

備

と

一る
政
府

2
5、
は
っ
き
り
一
す
る
。

る
が
、
市
長
の
政
治
姿
勢
と
L
一手
業
者
の
請
負
契
約
等
行
政
へ
一
理
者
か
ら
高
齢
で
あ
る
の
で
、

一間

だ

と

い

う

こ

と

で

あ

り

残

念

一

し

て

い

な

い

。

政

府

の

生

住

者

一

て
、
こ
の
間
魁
に
関
し
、

主
権
一
の
不
当
介
入
問
題
、

並
び
に
疑
一
こ
の
組
合
辞
任
し
た
い
旨
の

一で
あ
る
。
公
金
支
出
の
違
法
一

過

剰

米

対

策

に

つ

い

て

一米
価
を
華
と
し
て
信
で
は
一

特

色

あ

る

福

祉

在
民
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い

一惑
と
し
て
指
摘
さ
れ
た
十

一
項
一
申
出
が
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
一
不
当
の
事
実
は
な
い
。
ま
た

一

一必
唱
え
て
い
る
。
依
本
的
解
決
と
一

政

策

の

推

進

を

一目
に
つ
い
て
真
相
を
示
せ
。
さ
一
あ
る
。
私
は
慰
留
L
て
い
た
が
、
一
財
産
処
分
に
つ
い
て
は
、
山
富
一

間

稲
作
転
換
は

一一

OMm一
能
で
あ
る
。
山
地
法
線
改
良
格
一
し
て、

将
来
の
脱
家
計
画
を
佐
一

一
ら
に
公
文
密
汚
損
に
伴
う
問
題
一
本
人
の
辞
意
が
恩
く
止
む
な
く
一
の
土
地
は
、
鑑
定
評
価
を
受
け
一の
尖
績
を
あ
げ
た
。
し
か
し
混
一備
に
ど
ん
な
施
策
を
考
え
て
い
一
家
と

一
体
と
な
っ
て
考
え
て
い
一

間

付
子
家
庭
医
僚
費
の
助

i
k

一
は
重
大
な
問
題
で
あ
る
o

特
に
一
認
め
た
も
の
で
あ
る
。
大
手
業
↑て
お
り
、
認
定
価
格
よ
り
一
億
一地
基
盤
格
的
問
の
な
い
所
で
、
そ
一る

か

。

今

年

の

稲

の

作

柄

は

二

き

た

い

。

一

成

を

、

外

来

必

僚

に

も

及

ぶ

よ

日
明

一

酬は
査
を
受
け
た
資
任
は
大
き
一
者
の
不
当
介
入
は、

早
野
組
で
一余
も
高
〈
処
分
し
た
も
の
で
あ
一の
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
は
不
可
一O
じ
%
と
い
わ
れ
て
お
り
、

χ
一

一

う

に

で

き

な

い

か

。
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…

八
月
臨
時
会
は
、
「
甲
府
市
て
会
談
し
、
こ
の
席
上
市
長
は
、
あ
る
と
反
論
し
、
に
わ
か
に
一
か
ら
二
十
九
日
末
で
の
卜
ご
日
め
、
全
部
ま
た
は
、

一
部
を
破
会
は
、
武
川
蚕
員
よ
り

u
mさ
んい
な
い
。
改
築
の
時
期、

規
償

，K
一政
に
係
る
三
者
会
談
の
eM柑
に
臼
井
市
議
の
市
政
に
係
る
疑
惑
月
二
十
六
日
の
会
談
の
有
熊
と
問
に
わ
た
り
調
資
を
行
い
、
河
怒
し
、

創
元
し
た
も
の
で
あ
る
れ
た
臼
井
証
人
の
証
言
厄
否
に
一

道
路
・

下
水
道
費
な
ど

補

正

予

算
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を
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決
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九
月
定
例
会
段
終
日
の

…

本
会
議
で
意
見
曹
三
件
を

一
可
決
し
、
地
方
自
治
法
第

一

九
十
九
条
第
二
項
の
規
定

日

・
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M
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民
し
剛
坦
唄
闘
世
.
週
四
.
‘

年

一

議
案
第
九
四
号
職
員
団
体
の
一円
開
発
を
図
る
こ
と
。
ま
た
小
一

議
楽
町
竺

O
三
号
昭
和
五
十
一
号
)
に
つ
い
て
は
、
市
内
の
通
一

d
醐
臨
曜
噂
曹
司

ト
一

登
録
に
関
す
る
条
例
の

一
部
改
一中
学
校
ク
ラ
ブ
活
動
の
指
導
者
一三
年
度
甲
府
市
中
央
卸
売
市
植
樹
一
因

・
通
学
道
路
の
整
備
と
、
中
一

‘
昆
嵐
曜
留

E
F

和

一
正
ほ
か
図
案
お
よ
び
、
議
案
第
一配
置
に
つ
い
て
は
、
学
校
間
の
一事
業
会
計
筒
正
予
算
(
第
一
号
)
一
心
街
の
自
転
車
置
場
の
検
討
の
一
益
踊
闘
趨
溜
蝦

m'

昭

一一

O
O号
昭
和
五
十
三
年
度
旦
均
衡
を
害
、
ク
ヲ
7
活
動
の
一ほ
か
三
件
お
よ
び
、
議
案
第
二
ニ
占
を
要
望
し
、
当
局
原
案
の
一

融

関

一

足

髄

一
府
市
一
般
会
計
補
正
予
算
(
第
一育
成
に
努
め
る
べ
き
だ
と
す
る
一O
O号
昭
和
五
十
三
年
度
甲
府
一
と
お
り
異
議
な
く
可
決
す
る
も
一

副
鋼
伊
配
位
W
樹
園
咽

一
三
号
)
中
、
第
十
款
教
育
貸
主
要
望
が
あ
り
、
全
員
異
議
な
く
一
市
一
般
会
計
補
正
予
算
(
第
三
一
の
と
決
し
ま
し
た
。

一

da鹿
島
麗
賭
曹
司

一
関
連
し
て
、
委
員
中
よ
り
社
会
一
当
局
原
案
の
と
お
り
可
決
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る
一
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会
計
補
正
予
算
(
第
二
号〉

一連
水
路
の
整
備
に
つ
い
て
は
、

-

夫
一

議
案
第
九
五
号
特
別
職
の
駿
一
算
(
第
三
き
に
つ
い
て
は
、

一ほ
か
ニ
何
お
よ
び
、
議
案
第
二
職
員
体
制
を
整
え
る
中
で
、
ん
に
よ
り
、
内
閣
総
理
大
臣

一
員
で
非
常
勤
の
も
の
の
報
酬
及
一
保
育
研
究
会
の
調
査
研
究
の
も
一O
O号
紹
和
五
十
三
年
度
甲
府
一り
積
纏
的
に
推
進
す
る
よ
う
要
一

ほ
か
関
係
各
大
臣
に
そ
れ

会
一
び

L
Zに
関
す
る
条
例
の

7
に
、
本
市
の
特
色
あ
る
保
育
一市

一
般
会
計
補
正
予
算
編
=
一
一号
付
し
、
全
員
異
議
な
く
当
一

ぞ
れ
提
出
し
ま
し
た
。

i
一
一
部
改
正
ほ
か
一
件
お
よ
び
、
一
行
政
の
聖
書
要
望
し
、
委
主
き
に
つ
い
て
は
、
河
川
水
路
一局
原
案
の
と
お
り
可
決
す
る
も
一

胡
詔
一
議
案
第

一
O
O号
昭
和
五
十
三
一
な
く
当
局
原
案
の
と
お
り
可
決
一事
業
務
を
増
加
補
正
し
よ
う
と
一の
と
決
し
ま
し
た
。

一
年
度
甲
府
市

一
般
会
計
補
正
予
一す
る
も
の
と
決
し
ま
し
た。

一
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
委
一

一

市一
(2) 

る
股
地
に
つ
い
て
は
、
農
地
評
今
後
十
年
に
お
よ
ぶ
水
田
利
Z

し
閉
会
中
委
員
会
を
聞
き
、
十

倒
に
よ
る
農
地
課
税
を
行
う
こ
胤
再
編
対
策
の
実
施
等
を
十
己
二
月
定
例
会
で
報
告
す
る
予
定

と
を
滋
本
と
し
て
、
農
業
経
償
分
配
慮
し
、
現
行
税
額
を
据
…一で
す
。

の
継
続
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
次
え
位
く
こ
と
。

2

委

員

長

堀

内

光

雄

の
点
を
政
附
闘
係
機
関
に
強
く

一
市
街
化
区
域
内
の
農
地
に
E

副
委
員
長

小

林

匡

要
望
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
つ
い
て
は
、
現
行
通
り
農
地
止

委

員

内

臓

幸

男

政
府
は
、
今
日
「
過
激
派
事
り
、
憲
法
第
三
七
条
第
三
項
に

一
一

般
農
地
に
つ
い
て
は
、
諜
税
と
し
、
そ
の
税
額
を
鋸
竺
グ

小

林

淳

光

件
に
対
す
る
裁
判
の
迅
速
化
を
規
定
す
る
弁
護
人
選
任
権
を
被

段
近
の
良
地
価
格
お
よ
び
闘
は
え
但
・
き
し
て
、
宅
地
な
み
主
一

グ

石

川

連

朗

図
る
」
と
の
名
目
的
理
由
の
も
告
人
か
ら
奪
う
も
の
で
あ
っ
業
所
得
の
動
向
な
ら
び
に
、
税
を
行
わ
な
い
こ
と
。

…一

。

浅

川

朝
治
郎

と
に
、
い
わ
ゆ
る
「
弁
護
人
銭
て
、
国
民
の
人
権
と
民
主
主
義
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)
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)
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長
瀬
正
左
衛
門

町
向
州
民
訴
U
U
U十
け

い

れ

れ

は

は

は

!

と

言

わ

ざ

老

齢

者

医

療

保

障

制

度

の

一

一

一

M

M

M
U

か
え
て
、
「
特
例
法
」
制
定
の
よ
っ
て
甲
府
市
川
融
会
は
、
政
抜
本
改
革
に
関
す
る

意

見

書

2

9

秋
山
慎
次
郎

準

備

を

す

す

め

て

い

ま

す

。

附

に

対

し

、

速

や

か

に

「

弁

護

亡

。

土

屋

直

;

=
 

し
か
し
、
ニ
れ
は
「
ハ
イ
ジ
人
絞
き
裁
判
」
特
例
法
制
定
作

・一

8

一

臼

井

成

夫

ヤ
ツ
ク
防
止
対
策
」
に
便
乗
し
業
を
中
止
す
る
よ
う
強
く
要
望
医
療
保
険
各
制
度
と
公
知
負
の
改
革
は
、
最
阜
、
選
延
を
許
旦

8

込

山

貴

雄

て
「
弁
護
人
技
き
裁
判
」
を
強
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
担
制
度
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
さ
れ
な
い
も
の
と
断
ぜ
ざ
る
を
一一

8

堀

込

徳

一

行

し

よ

う

と

す

る

も

の

で

あ

て

、

老

齢

者

の

医

療

を

保

問

す

得

な

い
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制
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療
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の
よ
っ
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甲
府
市
議
会
は
、
か
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井

五

郎
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1
1
1
1
1
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全
般
的
な
財
政
難
、
就
中
、
制
か
る
現
状
に
鑑
み
、
政
府
が
か
…一
ーー
1
1
1
1
1
1
1
1ー

農

地

の

固

定

資

産

税

に

脱

出

品

F
M幻
れ

れ

れ

れ

同

日

目

白

J
間
1
一一
緒

詰

選

任

に

同
意

関

す

る

意

見

書

の

偏

重

と

財

政

告

に

百

聞

し

全

面

民

を

対

象

と

し

て

老

齢

者

…

一

十
月
九
日
の
本
会
議
に
、
市

/
)
}
i
f
J
)
}
t
j
)}
)
)}
1
1
j

て
、
今
日
既
に
行
き
詰
ま
り
の
の
包
括
的
医
僚
の
実
現
、
並
び
一一長
か
ら
次
の
間
件
の
人
事
案
件

目
以
近
の
経
済
社
会
情
勢
の
も
て
霊
安
な
政
策
課
題
で
あ
り
ま
状
態
に
立
ち
至
っ
て
い
る
。
に
尚
齢
化
社
会
に
対
応
し
得
る
一一が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

と

で

、

我

が

国

股

築

の

生

産

体

す

。

こ

の

ま

ま

に

放

配

す

れ

ば

、

強

力

か

っ

、

安

定

し

た

公

平

な

…一

八
月
十
九
日
死
亡
し
た
教
育

制
を
鉱
充
強
化
し
、
国
民
食
繍
よ
っ
て
甲
府
市
議
会
は
、
股
崩
却
の
成
れ
な
し
と
し
な
い
園
財
源
制
度
の
確
立
を
内
容
と
す
一
一安
員
会
安
局
樋
川
秀
文
氏
の
補

の
安
定
供
給
を
確
保
す
る
こ
と
地
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
、
民
健
康
保
険
の
財
政
難
と
、
今
る
老
齢
者
医
療
保
障
の
単
一
制
一一欠
の
委
員
に
飯
室
甫
邦
氏
を、

は
、
国
の
長
期
に
わ
た
る
基
本
土
地
を
絶
対
的
な
生
産
手
段
と
後
の
高
齢
化
社
会
に
お
け
る
老
皮
を
創
設
し
、
昭
和
五
十
四
年
…
一十
月
八
日
を
も
っ
て
任
期
が
満

的
な
政
策
で
な
け
れ
ば
な
ら
す
る
牒
業
の
特
性
な
ら
び
に
農
人
医
僚
問
題
の
亙
要
性
を
思
う
度
中
に
災
現
す
る
こ
と
を
強
く
.一了
し
た
教
育
寮
員
会
要
員
小
池

ず
、
か
っ
国
土
の
有
効
利
用
、
世
間
の
低
収
益
性
に
も
と
づ
き
、
と
き
、
問
題
は
極
め
て
深
刻
で
要
望
す
る
。

一一幸
蔵
氏
の
再
任
に
つ
い
て
、
九

環
境
保
全
の
観
点
か
ら
も
極
め
現
に
農
業
の
用
に
供
さ
れ
て
い
あ
り
、
老
齢
者
医
療
保
障
制
度

一一月
二
十
九
日
を
も
っ
て
辞
職
し
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・
と
た
公
平
委
員
会
委
員
保
坂
司
氏

一
国
玉
町
自
治
会
長

・
小
田
切
和
一
マ
水
路
の
改
良
工
事
促
進
(
普
一調
査
測
量
を
完
了
さ
せ
、
現
在
一
〔
民
生
寮
員
会
〕
一
の
補
欠
の
委
員
と
し
て
清
水」

一
夫
ほ
か
)
H
測
量
図
も
完
成
し
、

一光
寺
町
砂
田
自
治
会
長

・
広
瀬
一
設
計
の
準
備
中
。
継
続
工
事
は
一

O
入
浴
料
金
の
ま
酎
制
等
の
興
一
郎
氏
を
、
十
月
八
日
を
も
っ
て

一
用
地
問
題
に
つ
い
て
も
解
決
し
一
醤
光
ほ
か
)
日
改
良
工
事
の
継
一九
月
初
旬
、
新
規
工
事
は
十
月
一
施

(
山
梨
大
工
学
部
自
治
会
委
一
任
期
が
満
了
し
た
公
平
委
員
会

一た
の
で
、
登
記
事
務
が
終
わ
り
一続
及
び
新
規
工
事
と
も
現
地
の

一中
旬
に
工
事
泊
工
の
子
定
。
一
員
長

・
菊
池
賢
次
ほ
か
)

一委
員
小
泉
晴
明
氏
の
後
任
と
し

一次
第
市
道
と
し
て
認
定
す
る
。
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1
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一

〔
越
設
経
済
委
員
会
〕
一
て
組
内
亀
太
郎
氏
の
選
任
に
つ

る

日

市

長

結

果

報

告

H

一日
刊
誌
立
川
一

請

願

豆
長
詩
む
叫
市
長
時
十
日
投
開

ち

一マ
国
民
体
育
大
会
主
会
場
の
陽
一昔
が
完
成
し
た
の
で
、
道
路
一市
の
状
況
調
査
を
行
い
、
引
き
苛
自
治
会
長

・
岩
下
安
二
郎
ほ
一

ー・
Ill

l

i

一長

・
雨

宮

幸

疋

ほ

か

〉

一

ti

H

I

l

l

-
-
致
(
甲
府
市
男
協
会
員

・
一自
民
等
に
つ
い
て
地
権
者
と
一続
き
全
国
の
類
似
都
市
の
調
査
一か

)HE認
定
要
綱
の
基
準
一

採
択
さ
れ
た
も
の

一
門
建
設
経
済
安
貝
会
〕

一
史
、

中
ス

t
パ

l
E喜
一

回
議

員
市

制

祭

で

こ

一
小
野
熊
平
)
H
県
準
備
委
員
会
一折
衝
中
。
ま
だ
了
承
が
得
ら
れ
一を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
結
一に
該
当
し
な
い
の
で
、

認
定
す
一

〔
総
務
安
員
会
〕

一O
市
道

g
入
、
重
備
ハ
大
里
地
一
旗
艦
条
例
制
定
等
の
う
ち
、
出
一

席
一
に
対
し
て
今
後
も
引
き
続
き
積
一な
い
が
、
得
ら
れ
次
第
認
定
一果
を
も
と
に
、
条
例
化
に

甲

ヨ

甘

え

一

牌

定

例

会

で

採

択

さ

れ

た

請

願

の

処

理

状

況

刑
事
訴
訟
法
特
例
法
制
定

阻

止

に

関

す

る

意

見

書

中
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